
県南建設事務所 白河羽鳥線 平成２４年１２月１４日（金）第１９号 

白河羽鳥線 道路災害復旧工事 

ニュースレター 
 

平成２４年１２月２１日（金）１０：００  

より片側交互通行区間を 

「９００ｍ」→「２００ｍ」（白河側） 

に短縮します。 
 

平成２５年３月下旬以降 は 、 舗 装 工 事 の た め 、   

再び片側交互通行区間が「９００ｍ」となります。

順次工事が完了したところから、規制区間を解除します。 

今後も、復旧完了（平成２５年７月末予定）まで、ご不便・ご迷

惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在の状況は次ページへ 

白河側の規制の始まり 天栄側の規制の始まり 
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現在の状況（概略） 

 

 

 

 

 

 

 

３工区 

道路災害復旧工事 Ｌ＝１．２ｋｍ 

２工区 完了 

１工区 完了 

４工区 

５工区 

一部完了 

事業位置 

4 工区終点側 

5 工区終点側 

至 白河 

至 天栄 

施工前 

施工状況① 
施工前 

3工区 

施工状況④ 

5 工区起点側 

施工状況③ 

施工前 

施工状況② 

4 工区起点側 

4 工区終点側 

施工状況⑤ ① 

② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 施工状況⑥ 

施工状況⑦ 

⑦ 

「平成２４年１２月２１日から平成２５年３月下旬まで」 

「平成２４年１２月２１日まで」と「平成２５年３月下旬以降」 

片側交互通行区間９００ｍ 

 

片側交互通行区間２００ｍ 

 


